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会  議  録  （１） 

会 議 の 名 称 令和６年桶川市教育委員会第２回定例会 

開 催 日 時  
令和６年２月１９日（月） 

（開会）午後２時００分  （閉会）午後３時３５分 

開 催 場 所  市役所 会議室４０１   

出 席 者 委 員 ５名 

欠 席 者 委 員 １名 

議 長 教育長 

傍 聴 １名 

事 務 局 職 員 

職名及び氏名 

１２名 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

会 

議 

事 

項 

議 題 

１ 教育長による専決処分の承認  

２ 報告事項 

（１） 教育部長からの報告 

（２） 教育部副部長からの報告 

（３） 各課（館）長からの報告 

（４） 教育委員会の当面のスケジュールについて 

（５） 教育委員会事務局の主な事業等について 

（６） 市内小・中学校等の状況について 

３ 議事 

第４号議案 桶川市立小・中学校における働き方改革基本方針の改定に

ついて 

第５号議案 令和６年度当初教職員人事について（管理職） 

 第６号議案 令和６年度当初教職員人事について（一般教職員） 

４ 協議事項 

（１） 桶川市立小・中学校卒業式の告辞（案）について 

（２） 桶川市教育振興基本計画（案）について 

（３） 桶川市図書館サービス基本構想（第３次）（案）について 

５ その他   

（１） 今後の定例会の日程について 

決定事項など ① 令和６年第１回定例会の会議録の承認 

② 第４号議案から第６号議案 原案のとおり可決 

③ 令和６年第５回定例会 ５月２２日（水）午後２時 

 配布資料 会議次第及び説明資料 
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会  議  録 （２）  

議 事 の 経 過 

発言者 発 言 の 概 要 

教育長 日程第１ 教育長の開会宣言 

定足数に達しているので、令和６年桶川市教育委員会第２回定例会を開会する。 

 

 

教育長 日程第２ 前回会議録の承認 

令和６年第１回定例会の会議録について承認することに異議はあるか。 

委 員 全員『異議なし』で承認された。 

 

 

教育長 日程第３ 教育長による専決処分の承認 

  教育長に対する事務委任規則第２条第２項の規定に基づく専決処分について事務

局から報告する。 

事務局 ・教育総務課長  

教育委員会事務局職員に関する専決処分はなかった。 

 ・学務課長 

教職員に関する専決処分はなかった。 

教育長 以上の専決処分を承認することについて異議はあるか。 

委 員 全員『異議なし』で承認された。 

  

  

教育長 日程第４ 報告事項 

事務局 （１） 教育部長からの報告 

① 市内各小・中学校でのインフルエンザ等の感染状況について 

インフルエンザによる学級閉鎖は 11学級、学年閉鎖は２学年、新型コロナウイ

ルス感染症による学級閉鎖は２学級であった。また、２月 20日から 22日までイン

フルエンザによる学級閉鎖が 1学級と決定している。 

 

 （２） 副部長からの報告 

① ３月市議会定例会について 

 ◆会期：令和６年２月 21日(水)～３月 26日(火) 

 ◆教育部関連の議案：以下のとおり 【 】は、担当課 

 ⅰ 令和５年度一般会計補正予算(主な内容) 

a 歳 出：就学援助費補助【学務課】、年度清算【各所属】 

b 継続費：川田谷生涯学習センター大規模改修事業【歴史民俗資料館】 

c 債務負担行為：小学校教師用教科書及び指導書購入費【学務課】 
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議 事 の 経 過 

発言者 発 言 の 概 要 

 ⅱ 令和６年度一般会計当初予算【各所属】 

 ⅲ 桶川市部活動地域移行検討協議会設置条例【学校支援課】 

 ⅳ 財産の取得について【学務課】 

 ◆教育部関連の報告：以下のとおり 

 ⅰ 法令に基づく報告 

  ａ 専決処分の報告について【学校支援課】 

 ◆教育部関連の一般質問(概要) 

  ａ 入学準備貸付金について 

  ｂ 子どもの目を守る対策について 

  ｃ 安心安全なまちづくり スクールゾーンについて 

  ｄ 子どものプライバシーを守る支援について 

  ｅ ヤングケアラー支援について 

  ｆ 環境にやさしく快適な学校整備を 

  ｇ 地域文化を後世につなぐために 

  ｈ 性犯罪の早期発見と未然防止 

  ｉ 安心安全に学校生活を送るために 

  ｊ 不適切な指導をさせない 

  ｋ 子どもを性被害から守ることについて 

  ｌ 当市のスポーツイベント、文化イベント開催の未来について 

  ｍ 少子化と公立校の在り方について 

  ｎ 建築工事と設計変更のあり方  川田谷生涯学習センター 

  ｏ ＬＧＢＴ理解増進法 学校における対応 

  ｐ 学校での農業体験等の取組状況について 

  ｑ 公立小中学校の教科書について 

  ｒ 子どもの居場所について 

  

 （３）各課（館）長からの報告 

 ・教育総務課長 

なし 

 

 

 

・学校支援課長 

① 桶川市いじめ対策委員会 ２月９日(金) 

② 桶川市いじめ防止連絡協議会 ２月 15日(木) 

③ 令和６年度中学校教科用図書採択について 

令和 7年度から使用する中学校教科用図書を令和６年度中に採択する予定であ

る。 
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議 事 の 経 過 

発言者 発 言 の 概 要 

  

 ・学務課長 

① 令和６年度当初桶川市小・中学校教職員人事異動内示日 

３月 13日(水)一般教職員、３月 22日(金)管理職 

② 新採用教職員予定者の意向聴取 

３月 18日(月)、19日(火) 

③ 桶川市小・中学校教職員永年勤続表彰 

３月 28日(木)10:45から会議室 401で行う。対象者は４名である。 

 

 ・生涯学習・スポーツ推進課長 

① 人権教育・啓発講演会について 

   ２月６日(火)東公民館にて開催 

   演題：「部落史に学ぶ人権問題～差別といじめと向き合うには～」 

   講師：東日本部落解放研究所 副理事長 （埼玉部落史研究会会長）  

吉田 勉 氏、出席者：51人 

② 第 10回オケちゃん駅伝競走大会 

   ２月 11日(日・祝)城山公園にて開催 

   出場：37チーム、180人 

③ 市民スポーツウェルネス吹矢体験会＆ミニ大会 

   ２月 18日(日)桶川サン・アリーナにて開催 

   参加者： 30人  

 

 ・文化財課長 

 なし 

 ・公民館長 

① 講座 

 ◯ 幼児・家庭教育セミナー（全５回） 

１/28、２/４・18、３/３・10（各日曜）、桶川公民館 参加者 16組（18名） 

 ◯ パソコン講習「何ができるの？AI講座」（全２回）桶川 ITネット共催 

  １/20・27（各土曜）桶川東公民館 参加者延 22名 

 ◯ 中学生企画第５弾「お豆腐でつくる！簡単ヘルシードーナッツ作り」 

  ２/12（祝・月）桶川公民館（加納中学校・加納公民館企画） 参加者 12名 

 ・２/10・17（各土曜）「どうする親の介護 そして知っておきたい人生会議のは

なし」桶川公民館 参加者延 41名 

 ・２/11(日)かわたやきっちん①「パッピーバレンタイン！チョコロールケーキ

をつくりましょう」川田谷公民館 参加者 16名 
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議 事 の 経 過 

発言者 発 言 の 概 要 

② 川田谷公民館リニューアルオープン関係 

 ・２/８(木)アートスペース利用団体調整会議 

  陶芸や七宝焼等のサークル参加者にリニューアルの報告をするとともに薬剤や

棚の使用などについて説明し、活動にあたって必要なことを一緒に考えた。 

教育長 質疑はあるか。 

委 員 新規採用教職員の意向調査はどのような内容か。 

事務局 時間は各 10分程度で、校長も同席して対象者に学校の紹介をしたり、対象者か

ら状況の聞き取りをしたりするものである。 

  

委 員 公民館の幼児家庭教育セミナーはどのような内容か。また、全５回とは５回シリ

ーズになっているか、１回の参加でも良いのか教えてほしい。 

事務局 全５回のシリーズで、第１回目は開講式と顔合わせのほか、参加者同士の交流を

目的として北保育所の保育士によるリズム体操と手遊びを交えた講座を行った。第

２回目はピザづくり、第３回目は県の教育アドバイザーを講師に招き講義とグルー

プ討議と講習を実施した。第４回目は臨床心理士による子育ての悩み相談、第５回

目はアロマテラピーの効能の講義と体験、及び閉講式を予定している。 

  

委 員 いじめ対策委員会ではどのような内容があったか。 

事務局 ＳＮＳの使用に関することが主な話題となり、家庭のなかで一緒に育てていく必

要があることや長時間、携帯電話を触っていることが脳への悪影響となるため注意

しないといけないことなどが話された。 

教育長  ほかに質疑がないので終結する。 

  

 （４）教育委員会の当面のスケジュールと（５）教育委員会事務局の今後の予定に

ついて事務局から説明を求める。 

事務局 （資料に基づき説明） 

教育長 質疑はあるか。 

委 員 なし 

教育長 質疑がないため、報告事項を終結する。 

  

 （６）市内小・中学校等の状況について 

 ① 児童生徒及び教職員に関する事故について事務局からの報告を求める。 

事務局 ・学校支援課長 

 なし 

・学務課長 

 なし 
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議 事 の 経 過 

発言者 発 言 の 概 要 

教育長 ② 市内小・中学校等のいじめ重大事態について、事務局からの報告を求める。 

事務局 ・学校支援課長 

 なし 

教育長 質疑はあるか。 

委 員 なし 

教育長 質疑がないため、日程第４報告事項を終結する。 

  

  

教育長 日程第５ 議事 

  第５号議案及び第６号議案は、教育委員会会議規則第４条に定める人事案件につ

き、会議を非公開とすることに異議はあるか。 

委 員  異議なし 

教育長  これにより、議事日程を変更し、第５号議案及び第６号議案を非公開とし、最終

日程とする。 

 第４号議案桶川市立小・中学校における働き方改革基本方針の改定について、事

務局より説明を求める。学務課主幹の同席を認める。 

事務局 （資料に基づき説明） 

教育長 質疑や意見はあるか。 

委 員 ２年に１回の改定でよいか。 

事務局 埼玉県の改定を受けて翌年に改定し、３年ごとの改定とするが、今回は、システ

ムの更新の影響から２年間の期間としている。 

教育長 ほかに質疑はあるか。 

委 員 なし 

教育長  ほかに質疑がないため、第４号議案について採決を行う。第４号議案を原案のと

おり可決とすることに異議はあるか。 

委 員  異議なし 

教育長  異議なしと認め、第４号議案は可決とする。 

  

  

教育長 日程第６ 協議事項  

 （１）桶川市立小・中学校卒業式の告辞（案）について、事務局からの説明を求め

る。学校支援課主幹の同席を認める。 

事務局  （資料に基づき説明） 

教育長 まず、小学校の告示案について質疑や意見はあるか。 

（協議）  数か所に違和感のある言葉があるので修正願いたい。 

「正しい道へ導く」から「自立への伴奏者」と変えた部分はとても良い。 
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議 事 の 経 過 

発言者 発 言 の 概 要 

修正は、短い文章にして時間を短縮できるようお願いする。 

題材は良い。著名人の紹介は投げかけや説明を省略し端的に紹介したらどうか。 

校長先生ではなく、先生の苗字を入れたほうがよい。 

修正案を一度音読していただきたい。 

教育長  担当主幹は、意見を取り入れた修正案を音読してほしい。 

事務局 （音読） 

教育長  音訓の読み方にも注意すること。この案でよろしいか。 

委 員 （全員同意） 

教育長 以上で協議を終結とする。 

教育長 次に、中学校の告辞（案）について質疑や意見はあるか。 

（協議） 題材は良いが、小学校と同様に著名人を端的に紹介する短文にできないか。 

中学校の場合は投げかけを入れて、一方的でなく聞き流さない表現でも良いので

はないか。 

修正しても文章の長さや読む時間が大差ないので投げかけを入れて良いと思う。 

著名人の氏名と肩書きは、読みやすく修正したい。 

「皆が」を「誰もが」と修正したい。 

似た表現や同じ言葉が繰り返される部分があるので一方を削除したい。 

出席者は、声を聞くだけで文字は見ないので、馴染みのある言葉が良い。 

教育長  担当主幹は、意見を取り入れた修正案を音読してほしい。 

事務局 （音読） 

教育長  肩書きの読み方にも注意すること。この案でよろしいか。 

委 員 （全員同意） 

教育長 以上で協議を終結とする。 

  

  

 （２）桶川市教育振興基本計画（案）について、事務局からの説明を求める。 

事務局 パブリック・コメントは４名から提出があった。今後の作業のスケジュール等は

追って連絡するので、改めて御意見等をお願いしたい。 

教育長 意見はあるか。 

委 員 なし 

教育長 意見はないので、協議を終結とする。 

  

 （３）桶川市図書館サービス基本構想（第３次）（案）について、事務局からの説

明を求める。 

事務局  （資料に基づき説明） 

教育長 意見はあるか。 
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議 事 の 経 過 

発言者 発 言 の 概 要 

委 員 なし 

教育長 意見はないので、協議を終結とする。 

  

  

教育長 日程第７ その他 

令和６年第５回定例会の日程は、５月 22日（水）午後２時からの予定とする。 

 

  

 日程第５ 議事 

（これより会議を非公開とし、委員と関係職員以外は退席） 

第５号議案 令和６年度当初教職員人事について（管理職） 

第６号議案 令和６年度当初教職員人事について（一般教職員） 

 

第５号議案及び第６号議案について、原案のとおり可決とする。 

 

  

教育長 日程第８ 閉会宣言 

これをもって、第２回定例会を終了する。 
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会議録署名 教 育 長                         

 

 

教育長職務代理者                         

 

 

書 記 長             


